
健康保険サービス
（各種給付）について
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７０歳以上の方は、医療機関等を受診される際には、一部負担金の割合を確認

するために健康保険証と併せて高齢受給者証をご提示いただく必要があります。

高齢受給者証見本
年齢 一部負担金の割合

小学校入学前 ２割

小学校入学後～７０歳未満 ３割

７０歳以上～７５歳未満 ２割

７０歳以上～７５歳未満
（現役並み所得者）※

３割

※現役並み所得者とは、70歳以上75歳未満の高齢受給者のうち、
標準報酬月額が28万円以上の被保険者ご本人様とその被扶養者
（ご家族）様です。

（28万円以上でも、申請により2割となる場合があります）

また、被保険者ご本人様が70歳未満の場合は、その被扶養者
（ご家族）様で70歳以上の方は、現役並み所得者とはなりませ
ん（一部負担金の割合が2割）。

この欄に一部負担割合が印字されます。



健康保険にご加入のお手続き（資格取得届（本人）、被扶養者異動届（家族）の提出）を

「日本年金機構」にしますと、審査・登録後に健康保険証（70歳以上の方は高齢受給者証

も併せて）が協会けんぽから事業主様へ送付されます。

従業員

事業主

協会けんぽ

日本年金機構
①健康保険・厚生年金保険資格取得届の提出

（原則5日以内）

⑤事業主様より
従業員の皆様へ
保険証を配付

②審査・入力処理

③-1データ受信
（登録処理の翌営業日）

③-2 日本年金機構から決定通知の送付

④協会けんぽから保険証の郵送（特定記録郵便）
（データ受信日の翌営業日に発送）

すでに提出した届書の審査状況については日本年金機構（年金事務所等）にお尋ねください。
審査完了（予定）の日が確認できましたら上図のイメージで保険証を発送いたします。
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７．加入者が亡くなったとき

５．出産で会社を休んだとき

６．子どもが生まれたとき

３．医療費が高額に
なりそうなとき

１．立替払いをしたとき

４．病気やケガで
会社を休んだとき

２．高額な医療費を
支払ったとき

被保険者
（お勤めされている方）

被扶養者
（ご家族の方）

療養費 家族療養費

高額療養費高額療養費

限度額適用認定証 限度額適用認定証

傷病手当金

出産手当金

出産育児一時金 家族出産育児一時金

埋葬料（費） 家族埋葬料

―

―

協会けんぽでは、医療機関等の窓口に提示いただく健康保険証や高齢受給者証の発行の他に
健康保険給付にかかる業務を行っており、主な手続きは下記の通りです。
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（例）
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ご清聴ありがとうございました


